
○ (P)

10)施策の基本方針

(推進会議の認識)

1 施策の基本方針を考える前提として、「第一次意見」の基本的考え方とし

|て示された。

l ①障害者が「権利の主体」としての社会の一員であること

l ②「差別」のない社会づくり

l ③「社会モデル」的観点からの新たな位置付け

l ④「地域生活」を可能とする支援

⑤「共生社会」の実現

を確認する必要があるとともに、改正が予定されている新たな「目的」や

「基本的理念」等との整合性を確保することが重要である。とくに「社会モ

デル」的観点から新たな指針が示されるべきであり、障害のある女性などに

対する複合的差別による格差や障害種別による制度的な格差に着日し、障害

者の生活実態を踏まえること、さらに「地域生活」を可能とする支援に向け

た施策であることが、方針の基本的な要素として組み込まれるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者に関する施策は、障害者の自立、社会参加を困難にする社会的な

要因を除去する観点から、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実

態に応じて、関係機関の効果的な連携のもとで、総合的に策定され、実施

されること。

(実施 ″検討|こ当た っての留意点)
″ √

「社会晉男物 的視点から何が必要な支援 である″り 織断がなどれる

べきノとある″1具体的に、ガ際者やすべ

“

径醐ン1どのよラオ判断を

な 島能り がヽ分かるようだするべきである。
,「制度的な格差」だフι〕τ

⇒ 燿録7√ ′ノF“yzてフで示したとおグ

' 
「切れFのなιl力駒 とある″1オベての障書者が、 2イ時間にわたフ
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| て連続 ιτ〃 層 のなι
'支

援召

"“ 'る
詔ではな ιL例えば ノ″のある

1 時間帯だ
=ナ
支援を更″る、あ夕 l″ ′週間のラちある日だ■す支援を更″る

障害者う多ιし ιた″ゞフζ ″笏 彩 なιl難ゝ

“
'ラ

語
=こ

フιlて1ま、

誤解を生まなιば ラな裁 ■こ改めるべきである。

「

生労働θ

障害者に関する施策は、障害の特性や状態に必要な配慮をしながらも障

害者の選択した生活形態や環境において必要な支援が受けられるよう「社

会モデル」的視点の判断がなされるべきである。

・ したがって、障害の種別・程度の違いにより、支援が受けられないなど

の制度的な格差が生ずることのないよう実施される必要があるとともに、

障害者の選択と自己決定 (支援された自己決定を含む)が十分に尊重され、

障害者が地域において、制度の谷間を生むことがなく切れ目のない支援を

受けながら自立した地域生活を営む権利が保障されるものでなければなら

ないこと。

・ 障害者に関する施策は、その施策の策定と実施のプロセスに可能な限 り

障害者その他の関係者が参画 して意見を述べ、当該意見が尊重されるこ

と。

(実施 ′険討
=こ

当たっての霞意点)
″ 「障害者D意見の尊重」とある″1夕児だ 障害者の方と障害のなι防

の農 彰 列 島 朽 まうな場合
=こ
、障害者α 新 ガ ヴ 筋 燿 袈 難 力ると基本

力 %艦 |こ規定九 だ と|ま適当ではな ιL「可能な限 グ尊重■や「尊重され

れ の 配慮■のような表現の方〃ド国民の理解を″やオι〕のではな ι〕″ち

〔厚生労働θ

・ 障害者に関する施策は、障害者の生活実態に関する調査を一般国民と比

較可能な形で行い、これを踏まえて策定され、実施されること。

漱上 方べての点だフι〕ζ

(実施 ′検討|こ当た ,ての留意点)
→ 徒 を踏まえ。どのような規定の仕方力坊 グラる″D険討 してまι

'グ
た
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l。

〔内閣府)

(基本法改正に当たつて政府に求める意見)

O  (P)

‖)その他

(推進会議の認識)

【障害者基本計画等】

国及び地方公共団体は、障害者に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

ることにより障害者基本法の目的を達成するため、障害者及び関係者の参画

を得て、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定するべきである。

【法制上の措置等】

国は、障害者基本法の目的を達成するために、差別禁lL法制を含む必要な

法制上、・及び財政上の措置を講ずるべきである。

【年次報告】

政府は、障害者の置かれた状況、及び障害者のために講じた施策の概況に

関する報告書を、毎年、国会に提出するべきである。

(実施 ″饉 tこ当たっての留意点)       ‐

→ 御意見を踏まえ、どのよ免 場 好 の仕方があ グラる″D険討 ιてまιlグ

|  たιl。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

i内閣府)

3.基本的施策関係

1)地域生活

(推進会議の認識)
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基本理念で述べたとおり、基本法において地域社会で生活する権利を確認し、そ |

の実現に向けた財政上の措置も含めた施策の具体化のための措置を取るべき旨を |

規定することが求められるが、権利の実現に向けた地域生活支援について、以下の

諸点が基本事項として議論された。

【支援の対象】

支援を必要とする障害者に制度の谷間を作らないようにすべきである。具体的に

は、障害者手帳の有無にかかわらず、対象として明確でなかつた発達障害、高次脳

機能障害、難病やてんかん等により支援の必要な状態にある人、乳幼児の段階でい

まだ障害が確定しえないが支援の必要な状態にある子どもなども支援の対象から

除外されたり、申請の段階で締め出されたりすることがないようにすべきである。

【家族支援】

障害者がその生活を施設や病院から地域へ移行 しようとしても、地域で生活する

1上での社会資源が不足していることや精神障害者の保護者制度などの制度の存在

|に よって、家族に依存せざるをえず、その家族の大きな負担が地域移行を困難なら

じめている。このような現状を改めるには、家族や家庭に対する支援が必要である

【支給決定の仕組み】

必要とする支援の内容と程度の判断は、ADL(日 常生活動作)等を中心とした

医学モデルに基づく障害程度区分に法定のサービスを連動させるというシステム

によつて、本来必要な障害の種類や程度に応じた支援が制限または限定されること

なく、障害者の選択した生活形態や環境において「社会モデル」的視点から何が必

要な支援であるかの判断がなされるべきであり、本人の意思を前提とした協議と調

整のプロセスが用意されるべきである。

【支援の内容とあり方】

1 障害者に対する支援は、自立に向けた支援である以上、一般就労や教育の場面な

|ど、社会一般で通常行われている社会生活全般にわたって支援が提供されるべきで

|あ り、サービスメニューもそれに即したものであることが求められるとともに、社

1会参加や日常生活の場面が切り替わつても切れ日のない形で提供されることが求
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|め られる。

| たとえば、高齢障害者が 65歳で自立支援法から介護保険へ移行する際に、従来

1受けていた支援のレベルの低下を招かないような制度の改善が必要である。また、

1就労が困難な障害者に対しては、創作 口趣味活動、自立訓練、生産活動、居場所の

提供などを提供する場が整備される必要がある。

【地域移行】

いかなる障害者も通常の生活形態が保障されるべきであり、家庭から分離され、

見も知らぬ他人との共同生活を強いられ、地域社会における社会的体験の機会を奪

われるいわれはない。障害者に対する支援は、本来、通常の生活形態を前提として

組み立てられるべきである。

しかしながら、地域社会で生活する選択肢が用意されないまま、今も多くの障害

者が施設や病院で長年にわたつて生活 している。

したがって、施設や病院から地域への移行が進められなければならないが、地域

移行に当たっては、介助や見守り、医療サービスなど、施設や病院の中で行われて

|いる諸機能を通常の生活形態、若しくは、よりそれに近い少人数のグループホーム

|やケアホームでの生活を前提とした形に過渡的に転換し、滞在型 (常時支援型)の

124時間介助を含む地域移行のための選択肢を用意しなければならない。

| また、地域移行に当たっては、国は一定の年次目標を掲げて取り組むべきであり

|、 その年次目標の実現のため、受け入れ先となる住居 (グループホーム、ケアホー

|ム、公営住宅、民間住宅の借り上げ等)の計画的整備が必要である。

|【利用者負担】

1 支援を受ける際の費用に関して、応益負担の原則は廃止し、仮に負担が求められ

|る場合であっても本人の所得を基礎とした応能負担を原則とするべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者の生活を支える支援は、障害者手帳の有無にかかわらず、支援を必要と

するあらゆる障害者に提供されること。

(実施 ″検討だ当たっての留意点)

「障害者の生活を支える力 駒 とだ1呉体的晟 髭 な 夕な分野
=こ

お″る支援で
1
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あるの″)を″ら″荘 ια× 必要がある。

・ 
「障害者手帳の有無iこ力紗わらバ 支援を必要とオるあら́ る障害者」

て■ま、総則 ′′ノ風初 の0で示したとおグ笏 る.

(厚生労働θ

・ 支援の支給決定に当たっては、本人の選択しようとする生活に困難をもたらす |

障壁を除去するために必要な支援を本人との協議調整を経る仕組みとすること。 |

〔実施 ″検討|こ当たっての留意点)
・ 畔 の支

“

洪庁だ当たってtま、本スαンし ようとする生活|こ困難をもたら

夕障壁を除去九微
"磁

要な支援を本人との協議調整を経る仕組みとするご

とノだフι
'て

1ま、

・現在総合福祉部会て点給洪店の仕組みだつき議論さ力ておグ、今後さらに ″ |

害者総合福祉法案の検討過程
=こ
おιlて検討さ力るべきものであること    |

。そうそう協議調整の具体的な観 み 侵 稔 瀬 彰 を 平性、透明性及繊発物を
|

麺保する観 みな∂ だつι
'て

誦勘 形κ s実際
=こ
実現可能力〕どう″D険討さ力

|

る必要があるごと″〕う。易場資囁協議調整を経る仕組みとするノとι
'ラ =庁 |

つ結論 を薄然け で1まなιち

(厚生労働タ

・ 支援は、従来の福祉施策の分野にとどまらず、学校、職場、その他社会参加の

分野においても適切な形で、しかも、切れ目のない形で提供されること。

〔実施 θ饂
=こ

当たっての留意点)
θ ■漱れ Fのなι形 で提供されるご″

ノのOttιたとおグあ る。

だフι〕て1ま、総則 〃″慶礫″雇動的売釧

θ 話がどのような な影訂 を″夕の″〕を″う″〕だしておぐ必要
"あ

る。

また、 枝 だ πこ
=ま

合理的配慮 う含まれる″〕どラ″〕を〃ら″3だ しておぐ必要があ

る。

(厚生労働タ

地域移行に向けて、通常の生活形態である自宅や賃貸住宅における生活支援や

24時間介助、過渡的にはグループホームやケアホームなどの地域社会における

生活を可能とする支援体制が確保されること。

だフι ll
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〔実施 ,癖確 当たっての霞意点)
″ √2イ時間介助」とある″1支夕の内容だフι〕て■ま、障害の状態や生活環易な |

どを踏まえて個々
=こ
必要強フ

'判
断多 安 バ きものであ グ、 √必異にヽ じた 2イ″ |

聞のヽゝ ■のような表現とオベきである。
θ 鍵暖商r晟 グ,レーノオースやアアホースノとある

^グ
,レープオースやク

|

アオースは障害のある方の多様なι難
'の

場の一フの形態であグ.必ダιあ乙痴

詢な 物 と 認 /J‐ ι
'の

ではな ιl″ち週慶″な ものであ 蒻 〕ど″ 茫 フι〕てtま、淳

齢者 鳳祉 裳

"の
動 を グ 霧 資 移 s十分

=こ
議論 され 泌 要があ る。

〔厚生労働タ

・ 障害者の地域における生活を実現するために家族支援を行うこと

障害者の地域移行を計画的に進めることとし、そのための住居の整備を計画的

に推進する。

(実施・険試
=こ

当た フての留意点)
0物

"朝
鮮

=こ
新た|こ整備される公ゴ住宅にフι

'て
は、整備基準

=こ
おι

'こ
/J

グアングー対応構造を標準仕様とι

“

1る。                |
0また。地方公共団体が実施す務稚 静 宅の整備事業傷 ひ ック改善事業|こフι ll

ζ 勧 安 緩 費豹 動 静 金 瑠 場 推 馬 支援を″フ召 lる ところ。

」認のとおグ.オ″だフι
'て

1ま既
=こ
必要な措置を講ε召

'る
とごろであ r/.〃き線

き。その取組みや支援を実施′る。

こ実諺憾″手婢′θ
 tta尋ん敬剛所リ

交付金事業|こ究 lて1ま、平成″年度から実施 t平成 ″キ度～2/名″′地域住宅 |

交僣 ・平成″ 鋼計 を会資本整備総合交付金)。 平成″ 名″予算だおι
'て

概算、、

要求 を万
:フ

“
'る

とごろ。

χ 平成′6年以前
=こ
″ て も,議助金事業として公営住宅の整備事業等を支援。

i国土交通 θ

・ 利用者負担に関して、仮に負担が求められる場合でも本人の所得を基礎とした

1 応能負担を原則とすること。

|(実施・険討|こ当たっての議意点)
|″ ″合福祉部会 で琴■用者負″ 偽 %確 フき議論オることとされておグ,
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らだ。障害者総台炉Z艦署の検討過程
=こ

れ 〕て検討ざ力るべきものであること″DI

らs房辱篇で √本人α 裂 を 基礎とした応能負″を原則と九

"と
ι〕ラ■店の結

論を示べきて献なιち                           |
, 蒻玖 α 藤 を 基礎とした応能負鮨 とめる″1をの社会潟循制度との関係や

|

民艦の扶助義務との関係、蒔 児だつι
'で

も羅 者 でlまな く障害児本人の所得を
|

基僣とた だ との問題を踏まえれば  「本人の所街 のみを動薯方る仕紹みと力

ること解 である。                          |
θ 本年 δ″|こ閣議決定

"拗
曖 配 拗 露 でな 燃7アズユーJ可 原則が定めら|

力ておグs具体的な制度の実施
=こ
当たフα 説 顔 胸物 粥 姉 う″せて検討ιな″

|

刻 厖 移 なι:点だ留意力泌 Jあ る。

〔厚生労働θ l

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○  (P)

2)労働及び雇用

(推進会議の認識)

【労働施策と福祉施策の一体的展開による労働の権利の保障】_

一般就労において、障害者の就業率や賃金などの労働条件は、障害のない

者と比べかなり劣悪である。一方、福祉的就労においては労働の実態がある

にもかかわらず、多くの障害者が一般労働法規の対象外とされ、通常の労働

条件を確保する展望もない状況に置かれている。

こうした現状を改善するためには、現在は分立している労働施策と福祉施

策を一体的に展開できる仕組みを創設し、必要な支援によって労働能力が十

分に発揮され、働くことを希望する障害者が可能な限り働く場から排除され

ることなく一般労働法規の対象となるようにすべきである。これにより、労

働者としての権利が保障され、公正かつ良好な労働条件、安全かつ健康的な

作業条件、人権侵害を含む苦情に対する救済制度の下で、障害者が安心して

働くことができるようにする必要がある。

併せて、生計を維持するための賃金補填などによって所得が保障されるよ

う、適切な措置が講じられるべきである。
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【合理的配慮等の提供による雇用及び労働の質の向上】         |
障害の種類、程度にかかわらず、働くことを希望するすべての障害者が差 |

別されることなく障害のない者と平等に就職、職の維持や昇進、昇給、復職

などができるよう、職場において事業所から適切な合理的配慮が行われる必

要がある。

また、労働能力を向上させるために必要な支援 (職業生活を維持、向上す

るための人的、物的及び経済的支援や生活支援、通勤を含む移動支援、コミ

ュニケーション支援を含む。)が行われることが必要であり、これにより、障

害者の雇用及び労働における処遇や技能の向上を図るべきである。

【雇用義務の対象拡大と職業的困難さに基づく障害程度の認定】

現在は、障害者雇用義務の対象は身体障害者と知的障害者に限定されてい

るが、その対象を、精神障害者を含むあらゆる種類の障害者に拡大するべき

である。また、障害者雇用にかかる障害程度の認定は、機能障害ではなく職

業的困難さに基づいて行うべきである。

【一般の職業紹介サービス等の利用】

障害者が障害のない者と平等に労働及び雇用に参加できるよう■―ズに応

じた適切な職業紹介サービス等の提供を確保するには、限られた特定の機関

で提供される障害者を対象とした特別な職業紹介サービス等だけではなく、

身近にある一般市民を対象とした通常の職業紹介サービス等が障害者にとっ

てインクルーシブでアクセシブルでなければならない。また、生涯にわたり

キャリア形成の機会が確保されなければならない。

【多様な就業の場の創出及び必要な仕事の確保】

障害者が自由に選択し、又は納得できる労働につけるよう、企業や公共機

関での雇用に加え、自営・起業、社会的事業所や協同組合での就業、並びに

在宅就労等を含む、多様な就業の場が創出されると共に、そこで就業する障

害者が生計を立てうる適切な仕事を安定確保するための仕組みが整備されな

ければならない。
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以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 労働施策と福祉施策を一体的に展開することにより、可能なかぎり障害

者が障害のない者と平等に一般労働法規の適用が受けられるようにすると

ともに、生計の維持可能な賃金の確保などのために必要な支援を受けられ

るようにすること。

(実施・険討
=こ

当たっての留意点)

協 θ―ノ劉

(厚生労働θ

・ 働く場での合理的配慮及び必要な支援として、障害に応じた職場環境と

労働条件の整備、ジョブコーチ等の人的支援の配置、コミュニケーション

支援などの支援を受けられるようにすることにより、障害者が障害のない

者と平等に雇用され、働くことができるようにすること。

(実施 '険討lこ当たっての留意点)
・  秘 要な支援を通 グ

“

%イメージを形′するための効 ″。どのよ

うな意味であ夕 D勇ンDグだくι
'た

めs表現を出 %べ きではな ιl″ち

″  搾 事者が″事のなι
'著

ど平等
=こ
雇用島初 る状態|ま、ど勿り な状態

であるの″を ″らかだしておぐ必要
"坊

る:

晟″ゞ
「平等

=こ
雇用されs″ぐご&穴 け る環境、力 御 慶 動 影 。また

れ 舞 つ な環境や条件はどのようなものであるの″)を″ら″〕だしておく必

要がある。

【厚生労働多

, 障害者の活

′

昇進及び復職に関し必要な措置を講ずること。

i実施 ″節
=こ

当たつての留意点)
・ 

「障害者の体職、男 鍛 刷復職
=こ
関 ι必要な措置」となどのような措置

であグs議婿 鰺 るものなの力嗜 〃ら″荘 ιておぐ必要がある。

, 総則 √/ノ 国民の理解・議 ■α鎌衛したとおグ。「均衡を失ιた又

″西済の資/_Fを課さなι
'ノ

とさ力

“

〕ることも踏まえる必要がある。

【厚生労働多
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: 障害者雇用義務の対象を知的障害、身体障害から、他のあらゆる障害に
|

拡大すると共に、職業上の困難さに着 日した障害認定を行うために必要な |

措置を講じること。

1実施 ″鏡 tこ当たフ彰 g意点)
・ 妨 ら´る障害■a虜務ッ移 ″Dで1まなι

'パ
層孵霧務のガ家乾″だフ

ι
・

'て
■ま、民間企業 |こ義務を課方ものあ グ、去悔安雄 、公平性力ゞ確保ざ

力るれ 影 坊 ることだ霞意が必鰤 %る。

・ また。 ノ勝業」の困難ざ|こ着βιた障事認定ノク 調 扱 雄 体的方法が

吸 勁 磁ゝ ι:″1あ ら″る業種 θ職種が存在する申4層 用霧務のガ家と

なる範囲を測 商 移 認定 であるこれ 移 、法的安定性、公平産が″″ざカ

る必要があることだ留意カン わ る。

(厚生労働θ

・ 障害者が障害のない者と平等に、職業紹介等のサービスを利用できるよ

うにすること。

1実施 ′険討
=こ
当たフ″ Z意点)

・ 【一般の職業紹介プーどア等の織黒■ 島

“

朽 記載を想定 ι召
'る

と〃

われる〃1当該項目|こ記載され

“

1る
「生涯学yを含めたキャグア形成支

麗ンα 璧 そ ″らか侵 姥 秘 要がある。

θ 現在 う。障害者が一般の方と月″の〃柴″分グー教 争奮彩幡 ごと″

妨げら力 alなι,ため、渠体的fこどのよラな点 /L~おι
'ζ

平等だ″業″分

グーどア等を利″できるよラだオベまかを〃ら″3だオる必要″Jある。

「

生労働多

・ 障害者に対し、障害のない者と平等に多様な就業の場が整備され、また

生計を立てうる適切な仕事が安定的に確保されること。

(実施 ″険試に当たフ″ 瑠意点)
・ 

「障害のなιl著ど平等
=こ
多様な就業の場が整備」とな具体的ほ 髭 な タ

な措置 であグ.晟
"ゞ

その措置を講じるの″Dを″ら″だια K必異がある

・ 髪″ ″ τラる適切な陸事」とま具体的1こどのような仕事を声夕の力〕
s

また。 
…

脇 裂 吻 初 ど晟 どのよ夕な状態を方ι。そのた″だ
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| どのよラな措置を証あ の力ゝを吸 勁 rι α × 必要がある。      |
|                           (厚 生労働釜H

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

3)教育

(推進会議の認識)

日本における障害者に対する公教育は特別支援教育によつて行われてお |

り、法制度として就学先決定にあたっては、
｀
基準に該当する障害のある子ど

もは特別支援学校に就学する原則分離別学の仕組みになっている。障害者権

利条約は、障害のある子どもとない子どもが共に教育を受けるインクルーシ

ブ教育制度の構築を求めており、こうした観点から、現状を改善するために

以下を実施することが必要である。

【インクルーシブな教育制度の構築】

人間の多様性を尊重しつつ、精神的・身体的な能力を可能な最大限度まで

発達させ、自由な社会に効果的に参加するとの目的の下、障害者が差別を受

けることなく、障害のない人と共に生活し、共に学ぶ教育 (イ ンクルーシブ

教育)を実現することは、互いの多様性を認め合い、尊重する土壌を形成し、

障害者のみならず、障害のない人にとつても生きる力を育むことにつながる。

また、義務教育だけでなく、就学前の教育、高校や大学における教育、就

労に向けた職業教育や能力開発のための技術教育、生涯教育等についても、

教育の機会均等が保障されなければならない。

【地域における就学と合理的配慮の確保】

障害のある子どもは、障害のない子どもと同様に地域の小・中学校に就学

し、かつ通常の学級に在籍することを原則とし、本人・保護者が望む場合に

加え、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとつて最も適切な言語やコミュニケー

シヨンの環境を必要とする場合には、特別支援学校に就学し、又は特別支援

学級に在籍することができる制度へと改めるべきである。
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したがって、「障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにする」と

いう現行の規定は、障害の種類と程度によって就学先が決定されることを許

容し、インクルーシブな教育制度と矛盾する恐れがあるため改められるべき

である。

障害のある子どもが小・中学校等 (と りわけ通常の学級)に就学した場合

に、合理的配慮が提供されなければならない。当該学校の設置者は、追加的

な教職員配置や施設 口設備の整備等の条件整備を行うために計画的に必要な

措置を講ずるべきである。

【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】

手話 口点字・補聴援助・要約筆記等による教育、発達障害、知的障害等の

子どもの特性に応じた教育を実現するため、ろう者を含む手話に通じた教員

や視覚障害者を含む点字に通じた教員、手話通訳者、要約筆記者等の確保や、

教員の専門性向上に必要な措置を講ずるべきである。

さらに、教育現場において、一人ひとりのニーズに基づき、あらゆる障害

の特性に応じたコミュニケーション手段を確保するため、教育方法の工夫 ロ

改善等必要な措置を講ずるべきである。

【交流及び共同学習】

交流及び共同学習には、様々な形態がある。例えば、特別支援学校と小・

中学校等の間で行う学校間交流、特別支援学級と通常学級との学校内での交

流、居住地の学校で行う居住地校交流、地域の人々との地域交流等があり、

それぞれ、直接一緒に活動する直接交流と、手紙やビデオテープの交換等を

介して行う間接交流がある。

しかし、学校間交流は年に数回であることが多く、直接交流が可能となっ

ても移動の際に親が付き添いを求められるなど:多 くの課題がある。交流及

び共同学習は分けられた教育環境が前提となるため、原則分離の教育のまま

では障害者権利条約で規定しているインクルーシブ教育は実現しない。地域

社会のァ員となる教育の在り方という観点から見直されるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。
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障害のある子どもは、他の子どもと等しく教育を受ける権利を有し、そ |

の権利を実現するためにインクルーシブな教育制度を構築すること。

1実施 '鏑 tこ当た フての留意点)

i男■紙 2-′ 劉

〔文部科学劉

・  「障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにする」という現行

の規定は、障害の種類と程度によつて就学先が決定されることを許容し、

インクルーシブな教育制度と矛盾する恐れがあるため表現を改めること。

(実施 ,懸 tこ当たっての留意点)
(男J紙2-′ 肉靱

〔文部科学θ

・ 障害のある子どもとない子どもが、同じ場で共に学ぶことができること

を原則とするとともに、本人・保護者が望む場合に加えて、最も適切な言

語やコミュニケーションを習得するために特別支援学校・学級を選択でき

るようにすること。

(実施 θ険討
=こ
当た っての留意点)

(■■紙 ′―ノ劉

〔文部科学θ

日 本人 口保護者の意に反して、地域社会での学びの機会を奪われることの

ないようにすること。

〔実施・険討
=こ
当たっての留意点)

i■■紙 ′一ノ却

〔文部科学θ

・ 学校設置者は、当該障害者に必要な合理的配慮を提供することはもとよ

り、追加的な教職員の配置や施設・設備の整備等の条件整備を行うために

計画的に必要な措置を講ずること。

(実施 ″険討|こ当たっての留意点)

l月■紙 2-′ 肉孵
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〔文部科義の

・ インクルTシブな教育の原則を踏まえ、子ども同士のつながりを障害の

ない子どもと同程度にするように交流及び共同学習の実施方法を見直すこ

と。

(実施・険討だ当たっての留意点)
・  イ ンクルーシブな教育の原則を踏まえ、子ども同士の⊃な力ゞ グを障害

のなιげ どうと同程度
=こ

するよ夕|こ交流及び共同費 物 見 彦 材 葬

方ごと。ノの具体的内夕 =不明である。

・ 交笏及び共同学醤は、障害のあるデどうと障害のなιげ どう″1橿互黎

を深めることを副 牲 ι

“

:る。申央教芦審議会だおι
'て

も,交笏及び共

同学習を進める必要がある

“

〕夕方向で議鸞冽をめられておグ.このよラ

な議論 b踏まえフフ、地域や学満の実店ん″じて実施オることが燿取笏

ると考える。

(文部科学の

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

4)健康、医療

(推進会議の認識)

障害者権利条約の考え方を踏まえ、すべての障害者が可能な限り最高水準

の健康を享受し、その尊厳にら、さわしい生活を営むことができるよう、障害

に基づく差別なしに必要な医療が自らの選択によつて受けられるようにすべ

きであり、医療提供に当たつては、人権の尊重が徹底されなければならない。

こうした医療の提供は、地域生活を支援する必要なサービスの提供と相互

に連携してなされなければならない。

同時に、先端医療分野で障害原因の軽減や根本治癒が再生医療として可能

となりつつある現状を踏まえ、この分野においても希少疾患として障害者が

取り残されることがないように、必要な措置が実施されるべきである。

【地域生活を可能とする医療の提供】
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1 障害者が安心して地域社会で生活を営むことができるためには、まずは、

1障害に基づく医療拒否等の差別が禁止されなければならない。

| また、医療及び医療的ケアの必要性が高い重症′い身障害者等が地域社会で

|の 日常生活を営むためには、医療及び医療的ケア (たん吸引、経管栄養等)

が日常生活、社会生活の場において円滑に提供されなければならず、そのた

めの体制確保が必須である。

さらには、日常生活における医療的ケアが、介助者等にも行えるようにす

るなど、地域生活のために必要な行為として制度的に保障されるべきである。

【難病、その他希少疾患等に対する適切なサ=ビス提供及び調査研究の推進】

難病、その他希少疾患等 (以下、「難病等」という。)については1本人、

家族や周囲の者はもとより、医療関係者においても適切かつ十分な理解がな

されておらず、これらの難病等に対して早期になすべき対応に遅れが出たり、

適切な医療が提供されなかったり、地域社会で生活するうえで必要となる生

活支援のためのサービスがない場合もある。

そこで、これらの難病等により支援の必要な状態にある人に対して、医療

面での対応として、身近なところで専門性のある医療サービスを受けること

ができる環境整備を進めるとともに、地域社会で生活するうえでの困難に対

して、その生活を支援するためのサービスが提供されなければならない。

さらに、障害の原因となるこれらの難病等の予防や治療に関する調査及び

研究を推進することが必要である。

【人権尊重の観点からの精神医療の体制整備】

精神医療の二
=ズ

を十分に精査し、必要最低限かつ適正な数の病床数への

削減を行い、急性期・重症患者等への医療の充実を図るとともに、入院を要

しない精神障害者への地域での医療提供体制を確保する。その際には、人権

への理解を含め高い資質を備えた者による医療サービス提供体制が確保され

|なければならない。

1 入院及び隔離拘束の際の保護者に替わる公的機関の責任が明記されなけれ

|ばならない。

| さらに、苦情処理、権利擁護などを行う第二者機関による新たな監視シス
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今後、これまでの施設収容に偏った施策を転換し、人権擁護に基づいた地

域に根差した精神医療体制を構築すべきである。

また、精神障害者及び家族に対して、病状及び治療方針などの情報が十分

に提供されなければならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 十分な説明を受けた上で、自由な意思に基づく同意・選択によつて障害

に基づく差別な しに必要な医療が受けられること。

(実施 θ険討
=こ

当た っての留意点)
・ 医療を表

…

おι
'ζ

次のとお グ規定勧

“

:る。

・ 麿顔嚇壬 s薪 の層痛の″ιlヂ″。医療 を提供 する機

"ツ
.ガ″

な説 ″を行ι is医療 劇 乳 幡 者の理解 を″るよ ラ努めな″力|ぎな らなιl

とざ力てι
'る

。

6Xα医務質勇オ 物 ′轄 翻 ′」刷  舅事/舅旨ψクイ鱒嘔2J罰たつ所務
=ソ″ また。医″棘■s邑椰は、正当な理由がな″力″:患者力

'ら
の診療の

求めを巨んではならなι
'ご

ととさ力

“

〕る。

こメここ豆

“

西泌キ 6曜7朽22′4=ルキ翻 θノf乳ノ 孵 藤 舅序ノ″事ス
="″

策言リ

(厚生労働タ

・ 医療及び医療的ケアの必要性が高い重症心身障害者等が地域社会で自立

した生活を営むことができるよう、日常生活、社会生活の場において訪問

医療等の必要な医療や生活支援サービスが提供されること。

(実施 ,険討 tこ当たっての留意点)
・ 物 アア

・
ヽ煽″躍勁響打、「生活支援 グーどンノだフιlて■ま、「全体

だフι
'η

の rノ ノで示″ を おグ・ 言葉の意味を現確■こすることが必要

である.

〔厚生労働タ

・ 日常生活における医療的ケアが、介助者等によっても行える体制の整備

がなされること。難病その他の疾患等により支援の必要な状態にある人に

は、身近なところで専門性のある医療が提供されるとともに、地域社会で
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1 自立した生活を営むために必要なサービスが提供されること。

|(実施 '険討
=こ
当たっての留意点)

|・  ″ 常生活島能幡 医療的ク″ 1介助者等によって析 ′ る体制の整

1 購がなどれることノだフιlて″。介助者物 1行える医行為の範囲に関ιζ

l 春電用者の安全の協 鶏 診 観点力Dう。男彗途慎重な議論″

"必
要″坊 る。

|・ 難病患者への保急 医療:石を、生活の質 r00ι ノのね笙つ ι:で|ま、

1 地方自治体向
=ナ
補助金として 層物静拐嚇榛嗜蒼勁 仔 7r//～ r4/ノ を

1 設tす、地域
=こ

湖究剛笏難秘友響 θ推進を解フalる。

l  r// 難病相談・力 騨 ク タT事業 〔難病患者・家族
=こ
対 オる相談支援)

l  rZ/重傷難病患者入′筋翻曜探製      の自″

1  /J/ 難病患者地域支援対策推進事業 〔地域島能朽 夕健医療福祉の方

I    Jg・ コ選裂努ソ

l  r4/ 難病患者等居宅生活支援事業 r00 ι ar71を ″方ιた膚Z彪茄の

1 脚
幅 生労働タ

・ 障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研究開発の推進

が図れるよう必要な措置をとること。

・ 難病等についての調査研究の推進がなされること。

〔実施・爾 ■こ当たっ彰 溜意鶯

θ 難病
=こ
関する調査研究

=こ
つι〕て|ま、厚生労働科学研究費臨助金だおι〕て

i難性疾患克服研究事業■を実施 ι。研究の推進多 の τι:る。

″ ″θ

人権尊重の観点を踏まえた適切な精神医療の体制整備が図られること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見)

○ (P)

5)障害原因の予防
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(推進会議の認識)

「障害の予防」という表現には、「障害はあってはならず、治療しなければ

ならないもの」という否定的な障害観が反映されている反面、障害の悪化を

防ぐことや、健康維持と適切な保健サービスの提供という観点から、疾病等

の早期発見、早期治療を含む予防の必要性を読みとることも可能である。

このようにこれまでの早期発見、早期治療による「障害の予防」にかかわ

る施策の背景として、①優生思想に基づく障害を否定する考え方、②健康維

持と予防医学の観点から障害の原因となる傷病の発生予防や早期発見及び早

期治療を推進する考え方、③障害の原因となる難病等の予防及び治療に関す

る調査及び研究を推進する考えがあり、「障害の予防」という言葉をめぐって

関係者の間で見解の相違が生じていたものと思われる。

早期発見及び早期治療が優生思想や否定的な障害観に基づいて行われるこ

となく、誰もが適切な保健・医療サービスを安心して受けられるようにして

いかなければならない。

【「障害の予防」に対する基本的考え方】

そこで、障害の原因となる傷病や疾病に対する予防対策は、障害者施策と

してではなく、一般公衆衛生施策の中で行われていることから、「障害は不幸

である」といった差別や偏見を与えかねない「障害の予防」という表現は避

けるべきである。

必要な情報提供の下で快適な生活を送るための健康の増進に不可欠な条件

整備の一環として、疾病等の発生原因解明のための基礎研究、治療法の開発・

改善に係る臨床研究に対して積極的な対策を講ずるべきである。

【予防と支援】

どのような障害があっても地域社会の中で育ち、学び、生活し、働くとい

った地域生活を実現していくためにも、障害の原因となる疾病等が早期発見

されることによって、それ以前の生活が脅かされることなく、他の者と同じ

地域社会で生活を送りながら、早期の段階から医療を含めた必要な支援を得

ることができる体市1づくりが重要である。
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。 「障害の予防」という表現は使用しないこと。

1実施・険討lこ当たっての留意点)
・ 障 害の例殉 al夕表現|ま使用 しなι

'こ
とノとあるパ 障害の原因と

なるものだフιlで予防するれ
'ラ

朗篇″必要で1まなι
'″
ち

〔厚生労働タ

・ 障害の原因となる疾病に対する予防対策は、一般公衆衛生施策の中で位

置付けられて行われること。

〔実施 θ険討|こ当たフての設意点)
・ ← 慶公衆衛生慮策の申α躍釣ツ られて行わ力ること とあるパ ど

のような意味力を 〃ら″D趨姥 秘 要がある。

例えば 精神疾患の予防■こフι
'て

1ま、精神保健の施策の申で行わ力τι〕る

パ 精神保健は=潔公衆脅生庭策だrまれるの力ゝ。

〔厚生労働夕
|

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

6)精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保

(推進会議の認識)

障害者施策のなかでも、従来の精神障害者施策においては、保護と収容に

重きが置かれてきたことを背景として、いわゆる「社会的入院」患者が推定

で 7万人いると言われる状況が存続 している。

また、精神障害者の非自発的入院に関する現行制度は、措置入院、医療保

護入院等の入院形態や「保護者制度」も含め、 自由を剥奪することなく本人

の自己決定権を尊重すべきであることや家族の負担の軽減等の観点から大き

|な問題を含んでいる。

1 精神障害者施策をめぐるこうした諸課題の解決には、退院促進や地域生活

1支援のサー ビスが有機的に連携 して提供され、社会的入院を解消 して地域社
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同時に、自らの選択により医療を受けることが基本であることを再確認し、

制度上の問題を多く含んでいる現行の精神保健福祉法及び医療観察法につい

ては、その廃止を含め抜本的に見直し、非自発的な医療が提供される場合に

は適正な手続が確保されるようにする必要がある。

【社会的入院の解消】

精神障害者が長期間にわたり病院の開鎖された空間での生活を強いられる

制度設計がなされてきたことを踏まえ、国の責務として、精神障害者が地域

社会での自立した生活へと移行することを支援し、地域社会へのインクルー

ジョンを実現していくことが喫緊の課題となっていることに鑑み、以下の施

策を展開していくことが必要である。

・ 精神障害者及び家族への地域生活支援に関する十分な情報の提供。

・ 精神医療は、地域に根差した医療体制を基本とすること。地域支援を含

む不安や困難に対する常時利用可能な相談支援を 24時間 365日 提供可能

な体制の整備。

この仕組みを構築するにあたっては、地域社会で生活を営むことを基本と

してサービスが提供されなければならない。

【非 自発的医療に係る人権尊重の観点からの適正手続の確保等】

精神障害者に係る非 自発的な入院や医療上の処遇については、人権の尊重

を徹底する観点から、適正な手続を確保することが不可欠である。特に、以

下の点が重要である。

・ 非 自発的な入院、隔離拘束等が行われる場合に、障害者権利条約を踏ま

え、人権尊重の観点から、自らの判断と選択による医療の利用が基本であ

ることに鑑み、非自発的な (本人の意に反 した又は本人の意思を確認する

ことができない状態における)入院の際の他の者との平等に基づく具体的

な適正手続の在 り方を明確化するとともに、第三者機関による監視等を含

め、現行制度を大幅に見直し新たな仕組みを構築すること。

・ 医療保護入院に係る同意を含む現行の「保護者制度」を抜本的に見直す

ことが必要である。すなわち、現行の医療保護入院制度を廃止 し、公的機
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関がその役割を適切に果たすよう新たな仕組みを構築すること。

・ 精神疾患を有する者の、急性期・重症患者等入院ニーズを精査した上で

の必要精神病床数を算出し、それを超えて現存する精神病床については、

国の責務で削減を行い、それに代わる地域での医療体制を構築すること。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ すべての精神障害者は、原則として病院への隔離・収容を受けることな

く、地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営む権利が

あること。

(実施・検討
=こ
当たっての霞意点)

・ 痛静 `緊■タ リ 言葉tま通正 で|まなιlの で1まなι
'″
ち 現在 もs医療

″ 勤 野 嚇 に基ブQ塑強 手続によグス湯涯蒙り桁秒力

“

〕るところで

ある。

(厚生労働θ

自らの判断と選択による精神医療の利用が基本であるとともに、例外的

に非自発的な医療が行われる場合には、厳密で適正な手続きが確保される

こと:

(基本法改正に当たつて政府に求める意見)

○ (P)

7)障害のある子ども

(推進会議の認識)

【障害のある子どもの他の子どもとの平等の確保】

障害のある子どもに対しては、一般の児童施策において取 り組まれるべき

であり、障害のない子どもと等 しく、すべての権利が保障されるべきである。

1生命、生存、及び成長の権利が保障されると共に、医療、福祉、教育につい

|て、同年齢の子どもと同じ権利が保障されるべきである。子ども期において

|は、特に、遊びや余暇について、同年齢の子どもと同等に楽 しむことができ
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るよう、障害に基づいて不利益な取扱いが生 じないようにしなければならな

い 。

【障害のある子どもにとつての最善の利益】

障害のある子どもにかかわる判断や決定においては、最善の利益が考慮さ

れなければならない。その際に、障害のある子どもの父母、又は親権者が第

一義的責任と権限をもち、障害のない子どもと同じように尊厳と成長が保障

されるよう、基本的人権が保障されなければならない。

【障害のある子どもの意見表明をする権利】

障害のある子どもは、障害及び年齢に適した支援を活用しつつ、自己にか

かわる事柄について自由に意見を表明する権利をもち、その表明された意見

が障害のない子どもの意見と同等に、すべての関係者において、考慮されな

ければならない。意見表明における意見には、明示された意見のほか、子ど

もの意思や感情の動きを含めるべきであり、国及び地方公共団体は、意見表

明権を保障するため、それらを的確に読み取ることができる体制や環境を整

備しなければならい。

【障害のある子ども及び家族への支援】

乳幼児期の障害のある子どもについては、早期に適切な支援を得られなけ

れば後に障害をもつ可能性が高い子どもを含め、機能障害の存在が確定でき

ない段階から継続的で、「養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無

償」の支援が子どもとその家族に対して講じられるべきである。

家族への支援では、障害のある子どもが家族の一員として尊重されるよう

に提供されるべきであるが、家族による養育が困難な場合であっても、親族

や家族に代わるような代替的な監護を提供する環境が保障されるべきであ

り、障害に基づいて家族や地域社会から隔離されないように配慮されなけれ

ばならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。
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| されること。

・ 障害のある子どもに対しては、一般の児童施策において取り組まれ、個

人に必要な合理的配慮と必要な支援を講ずること:

・ 障害のある子どもは、意見を表明するための支援を受けつつ、自己にか

かわる事項について意見を表明する権利があり、表明された意見はすべて

の関係者によつて考慮されること。

1実施・館 ■こ当た っての留意点)
, 

「意見を表明する隆澪ヽ■だフι
'て

は,一般児童福祉法制 |こな規定がなι
'

ハ 障害児だフιl‐%嚇 分
=こ
規定すること力渥 当力ちF“呼 ぞ う|こ共

通 朽 膨 財 ιζ 燿 議 磁 瀞 姪 物 申窃 婦 九 泌 動 物 るのではな

ι:″
'。

なム 璃藤 タ ロ し て考慮ざ力ることノだフι
'て=ま

、障害者の隆澪■1こ関

九努ギ靡「″歌誌 ιlζ 障 害のある児童の意見晟 急″庭を 平等に。

そ冽 獲 珍 年齢及励 鵜 鷹 衛 わ て相応 |こ考慮ざ力るノとど力τιlる こと

も踏まえるれ 彩 坊 る。

(厚生労働θ

・ 障害のある子どもにかかわる判断や決定について、第一次的責任

と権限を有する保護者及び親権者は、障害児が表明した意見を最大

限尊重 して、その判断をなすべきであること。

障害に基づいて家族や地域社会から隔離されたり、不利益な取り

扱い受けずに、一人の子どもとして尊重されるよう、障害のある子

ども及びその家族に対する支援を講ずること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)
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